
特別児童扶養手当　　申請から支給までの流れ

障がい者支援課もしくは各支所地域課で受付

長野県が支給の可否を審査（障害認定審査等）を実施し、決定

長野県が認定結果通知を作成→安曇野市から申請者に送付
申請があった日から３か月以上かかることもあります

・長野県が支給決定者に振込
※認定後、1～2か月で初回の振込があります。

※振込に関する詳細は長野県松本保険福祉事務所福祉課（電話：0263-40-1911）へお問い合わせください。
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